
■正誤表

頁 行 誤 正

3 下から3-4行目

このように処分行為は物権以外の
財産権の発生，変更，消滅を内容と
する行為であり，・・・

処分行為は物権以外の財産権の発
生，変更，消滅も含む概念であ
り，・・・

5 上から7行目 類推適用解釈など 類推適用など

40 下から7行目 債権者が未到来 債務者が

130 注147,注148中 575条 565条

132 注150　２行目 地上権が設定され登記が 地上権設定登記が

152 9-70上から８行目 前者か 後者か

183 注222 下から2行目 賃借人（所有者） 賃貸人（所有者）

204 上から１０行目 614条３項を準用 594条３項を準用

220 最下行 らＢに承継され， らＣに承継され，

244 上から7行目 637条2項 638条2項

256 最下行 また委任者 または委任者

264 上から４行目 ・・あるが，通 ・・あるが，②通

282 上から9行目 591条2項 590条2項

平野裕之著『コア・テキスト民法Ⅴ　契約法』第２刷に誤りがございましたので，お詫びして
訂正いたします。


